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 平成18年(2006年)10月13日 

 建設委員会資料 

 都市整備部公園･道路担当 

 

中野区みどりの保護と育成に関する条例等の改正について 

 

１．条例の改正(案)(新旧対照表) 

 

中野区みどりの保護と育成に関する条例（昭和５３年中野区条例第４２号）新旧対照表 

改正案 現行 

   第１章 総則    第１章 総則 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ みどり 樹木、樹木の集団（竹林を含む。以

下「樹林」という。）、生け垣及び草花をいう。

⑴ みどり 樹木、樹木の集団（竹林を含む。以

下「樹林」という。）、生け垣及び草花をいう。

⑵ 事業者 商業、工業、建設業その他の事業活

動を行う者をいう。 

⑵ 事業者 商業、工業、建設業その他の事業活

動を行う者をいう。 

⑶ 建築行為等 次に掲げる行為をいう。 ⑶ 開発行為等 次のア又はイ若しくはウに掲げ

る行為を行う場合をいう。 

 ア 宅地の造成その他の土地の区画形質を変更

する行為。ただし、非常災害のために必要な

応急措置として行つた場合は除く。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第６条第１項に規定する確認を必要とする行

為（非常災害のために必要な応急措置として

行うものを除く。） 

イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第６条第１項に規定する確認を必要とする行

為 

イ 都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例（平成１２年東京都条例第２１５号）第

２条第８号に規定する自動車駐車場を設置す

る行為 

ウ 都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例（平成１２年東京都条例第２１５号）第

２条第８号に規定する自動車駐車場を設置す

る行為 

第３条～第８条 （略） 第３条～第８条 （略） 

   第２章 みどりの保護    第２章 みどりの保護 

第９条 （略） 第９条 （略） 

（保護指定） （保護指定） 

第１０条 区長は、中野区規則（以下「規則」とい

う。）で定められる基準に該当する樹木等のうち、

特に保護する必要があると認めるものを、その所

有者等の同意を得て保護指定樹木、保護指定樹林

又は保護指定生け垣（以下「保護指定樹木等」と

いう。）として指定することができる。 

第１０条 区長は、中野区規則（以下「規則」とい

う。）で定められる基準に該当する樹木等のうち、

特に保護する必要があると認めるものを、その所

有者等の同意を得て保護指定樹木、保護指定樹林

又は保護指定生け垣（以下「保護指定樹木等」と

いう。）として指定することができる。 

２ 区長は、前項の指定をしたときは、その旨を所

有者等に通知するとともに、これを公表するもの

とする。 

２ 区長は、前項の指定をしたときは、その旨を所

有者等に通知するとともに、これを公表するもの

とする。 
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第１１条・第１２条 （略） 第１１条・第１２条 （略） 

（届出義務等） （届出義務等） 

第１３条 保護指定樹木等の所有者等は、次の各号

の一に該当するときは、速やかに、その旨を区長

に届け出なければならない。 

⑴ 保護指定樹木等を伐採しようとするとき。た

だし、非常災害時の応急措置、通常の管理行為

及び軽易な行為を除く。 

⑵ 保護指定樹木等を移植しようとするとき。 

⑶ 保護指定樹木等を譲渡しようとするとき。 

⑷ 保護指定樹木等が滅失又は枯死したとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、保護指定樹木等

に異変があつたとき。 

⑹ 所有者等が氏名又は住所を変更したとき。 

第１３条 保護指定樹木等の所有者等は、次の各号

の一に該当するときは、速やかに、その旨を区長

に届け出なければならない。 

⑴ 保護指定樹木等を伐採しようとするとき。た

だし、非常災害時の応急措置、通常の管理行為

及び軽易な行為を除く。 

⑵ 保護指定樹木等を移植しようとするとき。 

⑶ 保護指定樹木等を譲渡しようとするとき。 

⑷ 保護指定樹木等が滅失又は枯死したとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、保護指定樹木等

に異変があつたとき。 

⑹ 所有者等が氏名又は住所を変更したとき。 

２ 前項第１号に規定する届出に係る所有者等は、

当該届出をした日から６０日を経過した後でなけ

れば届出に係る行為をしてはならない。 

２ 前項第１号に規定する届出に係る所有者等は、

当該届出をした日から６０日を経過した後でなけ

れば届出に係る行為をしてはならない。 

３ 区長は、必要と認めるときは、前項の期間を短

縮することができる。 

３ 区長は、必要と認めるときは、前項の期間を短

縮することができる。 

（保護指定の解除） （保護指定の解除） 

第１４条 区長は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、第１０条第１項の規定による指定（以下

この条において単に「指定」という。）を解除する

ことができる。 

第１４条 区長は、保護指定樹木等が次の各号の一

に該当するときは、その指定を解除することがで

きる。 

⑴ 前条第１項第１号又は第２号に該当する場合

の届出があつたとき。 

⑴ 前条第１項第１号及び第２号に規定する届出

があつたとき。 

⑵ 前条第１項第４号に該当する場合の届出があ

つたとき。 

⑵ 前条第１項第４号に規定する届出があつたと

き。 

⑶ 公益上の理由から指定を解除する必要がある

とき。 

⑶ 公益上の理由から指定を解除する必要がある

とき。 

⑷ 所有者等から指定の解除の申出があつたと

き。 

⑷ 所有者等から指定解除の申出があつたとき。

⑸ 保護指定樹木等が第１０条第１項の基準に該

当しなくなつたとき。 

 

２ 区長は、前項第１号の届出又は第４号の申出を

受けたときは、所有者等に対し、当該保護指定樹

木等の保護の観点から行為の変更を求めることが

できる。 

２ 区長は、前項第１号及び第４号に規定する届出

を受けたときは、所有者等に対し、当該保護指定

樹木等の保護の観点から行為の変更を求めること

ができる。 

３ 区長は、第１項の規定により指定を解除したと

きは、その旨を所有者等に通知するとともに、こ

れを公表し、指定を解除しないときは、その旨を

所有者等に通知するものとする。 

３ 区長は、第１項の規定により指定を解除したと

きは、その旨を所有者等に通知するとともに、こ

れを公表し、指定を解除しないときは、その旨を

所有者等に通知するものとする。 

第１５条・第１６条 （略） 第１５条・第１６条 （略） 

   第３章 みどりの推進    第３章 みどりの推進 

第１７条・第１８条 （略） 第１７条・第１８条 （略） 

（公共の緑化） （公共の緑化） 
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第１９条 区は、その設置し、又は管理する道路、

河川、公園、学校、庁舎その他の公共施設につい

て、区長が定める基準により、植栽するなどその

緑化に努めなければならない。 

第１９条 区は、その設置し、又は管理する道路、

河川、公園、学校、庁舎その他の公共施設につい

て、区長が定める基準により、植栽するなどその

緑化に努めなければならない。 

（民間の緑化） （民間の緑化） 

第２０条 規則で定める面積の敷地（前条の規定の

適用を受けるものを除く。）を有する所有者若しく

は管理者は、その敷地のうち規則で定めるものに、

区長が定める基準により、植栽するなどその緑化

に努めなければならない。 

第２０条 規則により定める面積の敷地を有する所

有者若しくは管理者は、その敷地のうち規則で定

めるものに、区長の定める基準により、植栽する

などその緑化に努めなければならない。 

第２１条・第２２条 （略） 第２１条・第２２条 （略） 

（緑化計画の認定等） （開発行為と緑化） 

第２３条 規則で定める規模以上の建築行為等を行

おうとする者は、緑化に関する計画書を区長に提

出し、認定を受けなければならない。 

第２３条 規則により定める規模以上の開発行為等

を行おうとする者は、その行為に係る土地又は敷

地の緑化に関する計画書を区長に提出し、認定を

受けなければならない。ただし、東京における自

然の保護と回復に関する条例（平成１２年東京都

条例第２１６号）第４７条第１項及び第４８条第

１項に規定する開発行為に該当する場合は除く。

２ 前項に規定する緑化計画は、区長が定める緑化

基準に適合するものでなければならない。 

２ 前項に規定する緑化計画は、区長が定める緑化

基準に適合するものでなければならない。 

３ 区長は、第１項に規定する緑化計画の認定を受

けないで建築行為等を行おうとする者又は認定を

受けた緑化計画の内容に違反し、若しくはその履

行をしない者に対して、緑化計画の認定を受ける

よう又は当該認定に適合する建築行為等を行うよ

う若しくは緑化計画を履行するよう勧告すること

ができる。 

３ 区長は、第１項に規定する緑化計画の認定を受

けないで開発行為等を行おうとする者又は認定を

受けた緑化計画の内容に違反し、若しくはその履

行をしない者に対して、緑化計画の認定を受ける

よう又は当該認定に適合する開発行為等を行うよ

う若しくは緑化計画を履行するよう勧告すること

ができる。 

４ 区長は、前項の規定による勧告に従わない者に

対して、当該建築行為等の中止を求めることがで

きる。 

４ 区長は、前項の勧告にしたがわない者に対して、

当該開発行為等の中止を求めることができる。 

   第４章 雑則    第４章 雑則 

第２４条～第２８条 （略） 第２４条～第２８条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

 

   附 則 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

ただし、第１４条第１項及び第２項並びに第２０

条の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第２３条の規定は、この条例の施行の

日以後において緑化に関する計画書を提出すべき

者（同日前までに緑化に関する計画書を提出する

者を除く。）について適用し、同日前までに緑化に

関する計画書を提出すべき者及び提出する者につ

いては、なお従前の例による。 
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２．施行規則の改正(案) 
 
○ 主な改正内容 

 
（1） 地上部の緑化基準の強化 

改 正 （案） 現 行 

◆対象となる敷地面積 

・中高層とその他の区分を撤廃 

一律 200 ㎡以上とする。 

◆対象となる敷地面積 

中高層建築 300 ㎡以上 

その他の建築物 200 ㎡以上 

 

◆緑化対象面積の算定 

A：敷地面積×（1－建ぺい率）×0.2 

B：（敷地面積－建築面積）×0.2 

※建ぺい率は緩和規定を使わない。 

 

上記2式で算出された値の小さい方の面

積を緑化対象面積とする。 

上記算定式により 16 ㎡以上のもの 

 

◆緑化対象面積の算定 

敷地面積×（1－建ぺい率）×0.2 

※建ぺい率は緩和規定を使える 

上記算定式により 16 ㎡以上のもの 

 

◆規格別の緑化面積算出基準 

樹木１本当たり緑化面積 

・高木：3.0 ㎡ 

・中木：1.2 ㎡ 

・低木：0.3 ㎡ 

・生け垣：長さ×0.6 

 

◆規格別の緑化面積算出基準 

樹木１本当たり緑化面積 

・高木：3.5 ㎡ 

・中木：1.5 ㎡ 

・低木：0.5 ㎡ 

・生け垣：長さ×0.6 

◆接道部緑化の延長算出基準 

・植栽地：道路に接した延長 

・生け垣：道路に接した延長 

単独木の場合 

・高木：2.0ｍ 

・中木：1.2ｍ 

 

◆接道部緑化の延長算出基準 

・植栽地：道路に接した延長 

・生け垣：道路に接した延長 

単独木の場合 

・高木：2.1ｍ 

・中木：1.4ｍ 
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（2） 建築物上の緑化基準の導入（義務化） 

改 正（案） 現 行 

◆対象となる敷地面積 

200 ㎡以上 

 

◆緑化対象面積の算定 

屋上面積×0.2 

※この屋上とは、人の出入りが可能で管

理可能な部分をいう（階段、エレベー

ター、防護柵などが付置されているも

の）。 

※ソーラーパネル、空調等の設備部分を

除く。 

 

上記算定式により、20 ㎡以上のもの 

◆緑化対象となる場所 

・屋上（ルーフテラス等含む） 

・壁面 

・ベランダなど 

 

◆緑化面積算出基準 

植栽基盤の面積。壁面は、補助資材で覆

われた面積。 

※その他都基準に準じる。 

区条例の規定なし 

「都条例は、敷地面積 1,000 ㎡（公共施

設 250 ㎡）以上で規定」 

◆緑化植物 

樹木、芝、多年草等による 

 

 

◆その他の規定 

・地上への振替は、低木以上の樹木によ

るものとする。 

・地上の緑化を屋上へ振替える場合は、

低木以上の樹木によるものとし、緑化対

象面積の 50％までとする。 

 

 

 


